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はじめに 

この一年間の状況をみるとまさに情勢は大きく変化しつつあります。「格差社会」に対す

る批判は、キャノン・松下プラズマの偽装請負実態（朝日新聞）に象徴されるように、格

差社会の構造にまでメスを入れる報道に変化しています。「構造改革」でボロ儲けをしてき

たファンドや大企業の社会悪が暴露される一方、税金や社会保障に怒るお年寄りや失業者、

雇用不安や低賃金のために絶望の淵にあえぐ青年たちの怒りと要求が吹き荒れようとして

います。 

日本の異常な社会を改革するためには、アメリカいいなり、財界・大企業べったりの自

公政治の根本的な転換を必要としています。この間の小泉政治が選挙戦を通じて強められ、

私たちの期待や要求とは違う結果をもたらし、労働組合の影響力を減少させてきた事実か

らも選挙戦を重視して、政治を変えるとりくみが必要になっています。私たちの要求を前

進させるためにも、０７年に行われる統一地方選挙、参議院選挙の二つの政治戦が極めて

重要なたたかいとなります。 

西淀川労連はこの一年間、「憲法９条を守り、戦争をしない日本を」、「格差社会の是正を

はかり、働くルールを確立する」「西淀川労連の組織の拡大・強化と機能強化を」の三点を

柱に、職場・地域からあらゆる個人・団体との「対話と共同」を推し進め、労働者・国民

が安心して生き働き続けられるために全力でたたかいます。 

 

 

第１章．当面の情勢について 

１．「戦争する国づくり」のために「改憲」、在日米軍強化「再編」と費用負担 

１）日米の首脳会議（6月 29日）で小泉首相は国民・国会そっちのけに、ブッシュ米大統

領との間で「２１世紀の地球規模での協力のための新しい日米同盟」の宣言に合意しま

した。これは日米軍事同盟を世界規模に広げ、米軍と自衛隊が軍事一体化をはかり、「世

界の中の日米同盟」で「長い戦争」を米国とともにたたかう重大な危険をはらんでおり、

許されるものではありません。また、在日米軍基地再編強化と３兆円の費用負担は、０

６年度の予算で強行した定率減税の全廃（1.7兆円）、介護保険料引き上げ（5000億円）、

医療改悪（3400億円）などに匹敵します。国民から搾り取った血税を米軍の「殴りこみ

部隊」の体制強化に使うなどもまた断じて許せません。 

しかし一方でこれらに対して岩国、沖縄市長選挙での「基地移転・強化反対」候補の

勝利など、全国の基地移転・強化に関連する地域では、自治体・住民ぐるみの反対運動

が大きくひろがり、力強く大きな前進をみせています。 

 

２）昨年１１月に発表された自民党「新憲法草案」は日本を「戦争する国」につくりかえ



ることを明白に示しています。改憲手続き法である「国民投票法案」と、６０年間手を

つけなかった「教育基本法」改悪法案、共謀罪新設法案が先の国会で提出されましたが、

国会審議の中で、問題点が次々と明らかになり、国民の中に疑問や不安の声が大きくな

り、国会外の運動が国会の中でのたたかいと結びつき、悪法の強行を許さず、継続審議

に追い込みました。 

「教育基本法」の改悪は「愛国心」の押し付けや教育への国家権力の支配介入をはかり、

「戦争する国」への人づくりと子どもを競争に追い立てるものであることが、国会の論

戦でも明らかになりました。「教育基本法」改悪法案が提出されて以降、憲法改悪問題と

一体となった動きがわかりやすくなり、街頭での反応が大きく変わりました。 

全国で５，２００、大阪で５５０、西淀川でも１７を超える「９条の会」の広がりと、

今年４月に結成した西淀川憲法改悪阻止共同センターの運動の前進が悪法を阻止した大

きな力となっています。「日本の憲法９条を広げよう」が世界の合言葉になりつつある現

在、すべての職場・地域で、憲法と教育基本法を守り生かす運動の飛躍が求められてい

ます。 

 

２．安全・安心をないがしろにし、格差社会と貧困を拡大する小泉「構造改革」 

１）「新自由主義」にもとづく「市場経済万能論」と「弱肉強食」の競争社会をすすめる「構

造改革」が財界主導ですすめられています。しかしこの間進められてきた「構造改革」

＝「規制緩和政策」によってＪＲ、航空機、耐震偽装、ライブドア・村上ファンド、Ｂ

ＳＥなどよる事故、事件が多発しています。 

こういったもとで生活保護世帯や就学援助・貯蓄ゼロ世帯の増大など格差社会と二極

化の進行がすすみ、ＯＥＣＤ（経済開発協力機構）が発表した貧困率はアメリカに次い

で世界２位となり、非正規労働者の増大が格差拡大を生じさせたとしています。 

また、労働法制の改悪と徹底した正規労働者の人減らしで、労働者の３人に一人、青

年・女性の２人に一人が非正規労働者になるなど状態悪化がすすみ、２０歳代青年の２

割が年収１５０万円未満での生活に追い込まれています。ワーキング・プアと言われる

生活保護世帯以下の賃金労働者の状態は、社会保障制度拡充の重要性を浮き彫りにさせ

ています。 

 

２）さらに成果主義賃金を根源にした労働者の状態悪化がすすみ、競争激化とストレスが

いのちと健康を不安にさせています。同時に、労災の多発や技術の継承がうまくいかな

いなどの理由で成果主義賃金を手直し・見直す企業も生まれてきています。しかし、政

府は使用者のやりたい放題の「労働契約法制」を０７年通常国会での制定をたくらんで

います。これを許さないたたかいを今から強めることが重要です。 

 

３．大阪府・市政と住民が主人公の府民運動の前進、地方自治の確立に向けて 



１）小泉「構造改革」のもとで、自治体財政を破綻させる「三位一体改革」、自治体業務の

アウトソーシング、市町村合併の押し付けと道州制、「公務員制度改革」の先取りがすす

められてきています。 

大阪府はすでに全国最低レベルの給与水準、府立５病院の独立行政法人化、公の施設

の指定管理者制度の導入、自動車税事務所業務のアウトソーシングなど「官から民へ」

の動きを急ピッチですすめ、大阪府行財政計画案の各年度目標を超過達成しています。

さらに、太田知事は２０１１年度黒字化の１年前倒しを府議会で約束し、４年間で４０

０億円を削減する新たな「行財政改革案」を１０月にも策定し、一層府民のくらし、福

祉、教育の切捨てを行なおうとしています。 

府民・職員イジメが大阪府の財政難打開という理由ですすめられる一方で、財務省さ

え難色を示していた関空二期事業を強引に押しすすめ、大企業と「解同」優先の大田府

政の責任は、問われなければなりません。 

０８年府知事選に向けては、憲法を府政に活かし、府民のくらし・福祉、教育、医療

を改善する地方自治本来のあり方を確立する立場から、とりくみを強めます。 

 

２）大阪市では財団法人「飛鳥会」の業務上横領事件や、「芦原病院」への巨額の不透明な

補助金・貸付事件など、長年の不公正・乱脈な同和行政が社会問題になって、市民の大

きな批判が高まっています。大阪市政は、職員厚遇問題に見られる連合・市職労や解同

との癒着を進めてきた一方、ムダな大型開発をすすめてきて、市民のくらし・福祉に対

する施策が極めて弱く、市民サービスの切捨てを進行させていることを特徴にしていま

す。大企業への優遇政策など今日の事態をつくりだした関市長や「オール与党」の責任

を追及し、不公正・乱脈な同和行政を終結させ、市民のくらし・福祉を充実させる運動

を強化します。 

 

３）来年０７年は一斉地方選挙がたたかわれます。この選挙では、住民のくらし・福祉を

破壊する「行革」に反対し､大規模開発優先、不公正・乱脈な同和行政を温存する府・市

政を刷新するために、勝利めざしてたたかいます。 

 

 

第２章．たたかいの基調 

１．改憲勢力の策動を阻止し、憲法９条を守り、戦争をしない平和・中立の日本を 

この２年間の憲法闘争の教訓は、「職場九条の会」の結成や憲法署名をとりくんでいる職

場は、元気であり、労働組合への求心力を強めていることです。それは、構造改革への対

抗軸として憲法が大切であり、守り切った時の未来への確信となっていることを示してい

ます。さらに、その広がりがナショナルセンターの枠を超えた共同に結実しだしているこ

とです。08年までの二年間が、日本の戦後史をかけた「正念場」のたたかいとなります。



アメリカに追随して「戦争国家づくり」を準備する自民党政治のもとで、教育基本法の改

悪、国民投票法の制定、共謀罪の新設、米軍基地の再編・強化などがすすめられています。

また「中国・北朝鮮の脅威」を口実に「侵略戦争肯定論」や「敵基地攻撃能力の保有」な

ど歴史を逆戻りさせるキャンペーン、発言などの動きもでています。 

こういったもとで、教育基本法の改悪、国民投票法の制定、共謀罪の新設を通常国会で

成立を許さなかったことに確信をもち、当面、秋の１６５臨時国会で廃案に追い込むたた

かいを正面にすえて強力にたたかいます。そして、憲法・教育基本法改悪に反対する府民

過半数署名の達成と世論の形成にむけて執念を持ったとりくみとし、その具体化を強力に

押し進めます。西淀川区内の労働組合へ要請行動をとりくみ、憲法改悪に反対する労働分

野での共同を追求します。 

 

２．格差是正、安全・安心の社会をつくりあげ、働くルールの確立へ 

長期にわたる失業者や極端な低賃金労働者、生活保護世帯やホームレスの増加など、こ

の間の小泉自公政治によってつくりだされた「格差拡大と貧困化」の社会を是正する告発

キャンペーンととりくみを職場・地域から推進していきます。とりわけ、就労者の半数以

上が非正規労働者となっている青年の実態は、労基法が守られていないどころか人権問題

にもなっています。低賃金と長時間労働を押し付けられ、過労死・過労自殺やうつ病が蔓

延し、いのちや健康を脅かすまでになっていることです。青年が労働組合の存在と役割に

注目し、人間らしく働ける職場と社会をつくる活動が始まっていて、その支援と協力を強

めることが大切になっています。格差社会を自らの力で是正させるとともに、労働運動の

未来を切り拓くことにもなります。 

小泉内閣の「骨太の方針２００６」は、今後１０年間にわたり社会保障などの歳出削減

を徹底し、消費税の増税に道を開くものです。「官から民へ」でさらなる公務リストラ、住

民・市民サービス削減反対の闘いとあわせ、社会保障の解体と国民負担増、消費税増税ス

トップなどの国民・区民的共同運動を大いにすすめます。 

また政府は、労働条件の一方的な切り下げ、解雇の金銭的解決制度の導入、ただ働き残

業の合法化をはじめとする労働時間規制の全面緩和など、現行労働法制を解体に導く労働

契約法制を準備しており、労働時間短縮のたたかいと結合した秋からのたたかいを強化し

ていきます。 

さらに、賃金底上げや雇用･権利闘争での分かりやすいたたかいをすすめるとともに、パ

ート・非正規労働者の時間給引き上げ、均等待遇へのとりくみを強化し、「人間らしい生活

と労働」を実現するためにたたかいます。 

 

３．組織の拡大・強化の流れを定着させ、機能強化を 

西淀川労連と加盟組合の組織拡大・強化は、労働者に対する雇用、生活、権利破壊攻撃

をはねかえし、要求を前進させ、労連の社会的な存在・影響力を実現する最大の力となり



ます。 

この1年間、組織拡大・強化を憲法闘争とならぶ最大の重点課題にしっかりと位置づけ、

オープンショップの労働組合、地域労組スマイルにしよどの組合員拡大で次期定期総会を

むかえることを目標に、具体的な目標と推進体制を確立して全組合員参加の拡大運動に全

力を注ぎます。 

まず、拡大運動のうねりをつくりだすためにこの問の前進・教訓をふまえ、労連役員と

各労組との懇談会を開催し、組織化への悩みなど率直的な意見交換を行い、激化する公務・

民間職場のリストラ、アウトソーシングにともなう関連・非正規労働者の急増やヘルパー

労働者の組織対策、青年労働者やパート・アルバイトの組織化、地域労組の組織拡大強化、

少数組合から多数派形成に共同してとりくみます。また、未組織青年労働者の地域労組ス

マイルにしよどへの結集など転換期にふさわしい組織建設をすすめていきます。 

 

 

第３章．たたかいの重点課題と具体的な展開 

１．憲法・教育基本法闘争の強化 

この１年間のたたかいを通じて、改憲の最大の焦点が、９条の改憲にあることがいっ

そう明らかになりました。その顕著な現れが、「米軍再編」の名による日米同盟の強化と、

自民党、民主党の改憲案の内容です。 

「日米同盟再編強化」の中心的内容は、①日本政府が、「長い戦争」をたたかうアメリ

カと戦略を共有すること、②米軍と自衛隊が一体となって海外で戦争できる態勢をつく

ること、③在日米軍基地の機能を強化・永久化すること、その費用を日本国民におしつ

けることにあります。 

アメリカがしかける戦争に参戦するために、自衛隊を「戦争のできる軍隊」にし、日

本を「戦争をする国」につくりかえるというものです。この日米同盟の強化の道は、憲

法、とくに９条とは全く矛盾するものです。民主党の「憲法提言」も、集団的自衛権の

行使、国連多国籍軍への参加などの形で、海外での武力行使に道を開くものとなってい

ます。 

臨時国会をめぐる戦いでは、通常国会で悪法を阻止した力をさらに発展させることが

重要です。憲法改悪については、自衛隊の存在を認める人も含めて「海外で戦争する国

にはさせない」という一点での世論を大きくしていくことです。そのためにも、日米軍

事同盟の再編強化の本質を知らせていくことが必要です。改憲勢力が、国民の生存権を

じゅうりん、自由や民主主義を踏みにじりながら、「戦争する国」づくりを進めようとし

ていることは、改憲勢力と国民との大きな矛盾です。６月には、住民税、介護保険、国

民保険値上げによる増税が、国民特に高齢者の怒りを呼び起こしました。国民から過酷

に税を搾り取りながら、米軍へは３兆円負担を唯々諾々と約束するなど、「戦争する国」

が国民生活を破壊するものであることを広く知らせることが、悪法阻止の大きな力とな



ります。 

立場、所属組織を越えた「憲法９条守ろう」の声を結集する場として、地域や職場で

の「９条の会」づくりを進めます。同時に、共同センターに各加盟労組が積極的に結集

するよう西淀川労連としても積極的にとりくみます。過半数署名達成に向けて創意工夫

にあふれた運動をすすめます。 

秋の国会の最大の焦点になる教育基本法改悪は、憲法９条を変えて「戦争する国」づ

くり、「弱肉強食の国」づくりの国策に従う人づくりをすすめるものです。先の通常国会

では、「愛国心」通知表が問題になり、改悪強行を阻止するきっかけにもなりました。「子

どもの内心を点数で評価するな」、「子どもの時から勝ち組・負け組を作る教育行政反対」

など、子どもの健全な発達を願う声をさらに大きくすることが改悪阻止の大きな力とな

ります。憲法会議が作成する「憲法・教育基本法を守ろう」１５０万枚ビラや憲法９条

を守ろうの署名ハガキつきティシュを活用し、全戸配布、全駅宣伝など選挙並みの運動

を展開し、西淀川共同センターの定期に応え、全戸ローラー作戦に参加し、組合員 1人

あたり１０名の署名を集めます。 

憲法改悪の手続きとしての国民投票法案は、市民の運動は規制し、改憲勢力がマスコ

ミをハイジャックして大キャンペーンを展開し、国民にその意図を知らせないまま改憲

するという内容です。宣伝とともに、先の国会で進めてきた議員要請をさらに強めます。 

２００６年度は、大阪府の国民保護計画に基づき、市町村段階で「国民保護計画協議

会」が設立され、「計画」が策定される予定です。有事体制の日常化とも言えるこの計画

の問題点を知らせていきます。大阪府では「計画」に基づき、１１月に「図上訓練」が

行われ、医療、交通、放送、自治体関係の機関の参加が含まれています。 

大阪府に対して、「図上訓練」の段階から「参加を強制しないこと」を確認させます。 

共謀罪の成立もたくらまれていますが、さらに学習をすすめ、労働組合も取り締まり

の対象となることを広めていき、市民団体との共闘も進めます。 

 

２．官民共同で賃金闘争の新たな前進へ 

１）賃金格差拡大と成果主義賃金ゆるさない賃金闘争を 

「構造改革」路線が貧困と格差をうみだしています。この１０年間で、世帯平均年間収

入が８３万円減少し、年収２００万円以下の低所得層が２４％増え、１０００万人とな

りました。青年と女性の半数は非正規労働で、その８割は年収１５０万円以下と貧困層

が拡大し続けている中で、新たな賃金闘争の前進をめざしていく視点が重要です。 

全労連は、賃金闘争の軸として、 

① 積極的な賃上げの獲得とすべての労働者の賃金底上げ、 

② 実効ある最低賃金法の改正と地域、企業内、産別、全国一律最低賃金の改善と確立 

③ 男女差別賃金の是正、非正規労働者の均等待遇、 

④ 地域からの公契約運動、 



⑤ 公務員賃金破壊阻止、 

⑥ 成果主義賃金打破・生計費原則の確立などを 

捉え、単産・地方組織が一体となった運動に取り組むことを提起しています。 

今後の賃金引き上げ、底上げ闘争、派遣・パートなど非正規労働者の縮小めざす運動

などの積極的意義をアピールしながら展開していくことが重要です。 

今日の「格差社会」是正をめざす運動を強め、府民に共感がもたれる賃金闘争が重要

となっています。 

「誰でも１万円以上」「時間給１０００円以上」の要求をはじめとした賃金の底上げを、

職場と地域から未組織労働者とも一体となりながら、世論を高めてたたかいます。 

最賃・公契約・均等待遇・地域経済の活性化の課題と賃金引き上げの世論づくりを結

合してとりくみ、大阪市や議会、西淀川工業会などに働きかけていきます。 

成果・業績主義賃金導入が、「労働者の生活や業務にどんな影響を及ぼしているのか」

を問いかけ、問題点を明らかにして、恣意的・一方的査定を許さない結果の公開、労使

協議制度を徹底してもとめ、改善を求めます。 

世界でも異常な男女賃金格差は縮小するどころか拡大しています。女性の賃金は正社

員で男性の６７．６％（０４年）、パートをふくめれば５割という現状から出発し、女性

賃金や処遇改善をたたかいます。男女機会均等法が１０年ぶりに「改正」されましたが、

間接差別を３つの限定列挙にしたために、昇格時に差別を受ける事例が全基労から訴え

られるなど、きわめて不十分な内容です。 

今後、均等法改正の運動を反映して加えられた１１項目にも及ぶ付帯決議を有効に生

かし、真に男女平等社会の実現を視野に、「間接差別」の撤廃をめざした賃金闘争として

たたかっていきます 

 

２）パート・派遣・請負労働者・公務委託労働者の大幅賃上げと均等待遇を 

非正規労働者の賃金底上げ運動は共感を広げています。春闘では、時間給１００円以上

の引き上げ、時間給１０００円以上の要求をかかげましたが、今後もこの要求を重視し、

交渉体制を強めていきます。３時間、４時間の短時間勤務や１～２日のスポット勤務も含

む細切れの雇用契約などによって月収１０万円を切り、いつ「雇い止め」になるか判らな

い不安の連続のもとで働いています。 

行政の民営化が拡大するなか低賃金の公務委託（下請）労働者が急増しています。これ

らのことから、同一労働同一賃金の原則にたち、正規労働者との格差を解消することを目

標に、当面、８割水準めざす賃金闘争をすすめます。 

また、仕事が継続するにも関わらず、労働者が臨時労働におかれていることが問題です。

継続する仕事につく非正規労働者を希望に応じて、正社員化を要求していきます。賃金だ

けではなく、一時金・退職金、昇給・昇格、休暇、福利厚生などにおける著しい差別を禁

止する真の「パート労働法」改正など、均等待遇実現めざす課題を重視します。 



春闘では、すべての組織で非正規労働者の賃上げ要求を提出し、交渉します。月額・日

額・時間額による産別最賃、企業内最賃の前進をはかります。 

 

３）社会保障削減反対と連動した最低賃金引き上げ運動を 

０７年通常国会で最低賃金法の改正法案が提出される予定です。生活保護基準を大きく

下回る現行最賃金額、地方間格差が問題指摘される中で、改正「最低賃金法」が審議され

ています。使用者側が反対していたことから審議が中断していますが、生活保護基準引き

下げを予想して、秋から本格審議が再開される予定となっています。地域最賃金額の大幅

引き上げと全国一律最賃制度の確立をめざして奮闘していきます。 

産別最賃廃止など制度改悪、使用者委員の執拗な最賃凍結論などが問題です。大幅な最

賃額引き上げと基本的課題である全国一律最賃制度の実現をめざす本格的な最賃闘争を職

場・地域から組織していきます。また、最低賃金と均等待遇、公契約の底上げ関連課題を

明確に結び付けて奮闘していきます。 

具体的には、「貧乏純生レポート（実際に１５万円以内で生活している労働者の家計簿）」、

「最賃生活体験」運動に参加を組織します。 

 

４）公務労働者の賃金引下げ、成績主義化とのたたかい 

公務労働者の賃金をめぐっては、格差の広がりのなかで、日本特有の「賃金引き下げ国

民的世論」が複雑な状況をつくり出しており、これら官民労働者への総人件費削減攻撃は

財界・大企業の戦略によって強められています。しかも、退職金や年金の引き下げまで視

野にしたうごきとなっており、年収や生涯賃金にかかわった賃金要求をかかげることが重

要な状況となっています。 

構造改革、「小さな政府」の進行に、住民、民間労働者と一体となって反撃する大運動を

展開していきます。この中で、公務労働にふさわしい賃金やあるべき雇用の在り方を積極

的にかかげ、同意を広げるよう奮闘していきます。労働基本権回復の課題にもとりくみな

がら、民間労働者や非正規労働者の賃金闘争を支援してたたかっていきます。人事院、人

事委員会の役割が問われていますが、要請行動をさらに官民地域一体でとりくみを強めて

いきます。 

 

３．働くルールの確立、男女共同参画社会めざす運動の前進を 

１）「格差社会」是正と企業の社会的責任（ＣＳＲ）の追求 

企業の社会的責任（ＣＳＲ）、全労連提唱の「企業通信簿」、大阪労連ビクトリーマップ

などの活動をすすめることができましたが、格差と貧困の彼岸には大企業が空前の利益を

確保している現状があります。日本の異常な歪みを是正し、大企業への国際的要請として、

非正規を含む従業員処遇や下請関連企業との取引条件、消費者保護などを自ら基準化しな

ければならない時代に入ったもとで、この運動をいっそう強めていきます。 



ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）は「企業の社会的責任」と訳され、企業は

利潤を追求し、株主に対して配当を行うだけでなく、従業員や内外の取引先、消費者、地

域社会や国際社会など、企業活動に関係を持つ人々すべて（ステークホルダー）に対して、

社会の一員としてふさわしい責任を果たさなければならないという考え方です。「市民ＣＳ

Ｒ学習会」など、格差社会を如何に縮小していくかを追求していきます。議員や市民団体、

中小企業団体なども参加するＣＳＲ活用のとりくみは、大企業の横暴を民主的に規制する

運動でもあり、新たな市民運動の前進も図られるものです。 

 

２）労働契約法制阻止、労働時間短縮のたたかい 

「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について（案）」を審議している労働政策審議

会労働条件分科会は、労使双方からの反発を受けて審議が中断していましたが、「中間とり

まとめ」を見送り、いきなり「最終報告」をまとめ、来春の通常国会に提出しようとして

います。解雇の金銭解決制度と「自律労働にふさわしい制度（ホワイトカラー・エグゼン

プション）」に照準をあわせています。特に、ホワイトカラー・エグゼンプションの法制化

が財界の狙いとなって水面下のすり合わせが行われています。 

７月２１日には、規制改革・民間開放推進会議が、「労働契約法制及び労働時間法制の在

り方に関する意見」を発表しました。学習と宣伝、署名運動を基本に、実態告発（レポー

ト作成）など、今でも働き過ぎの現状を要求に変えてたたかっていきます。 

 

３）真の男女共同参画社会の実現に向けて 

「男女共同参画基本法」では、「男女共同参画社会の実現は２１世紀の我が国社会を決定

する最重要課題」とされていますが、ジェンダーエンパワーメント指数は、80ヵ国中43位

（「人間開発報告書 2005」）と、ＩＬＯの水準やＥＵ諸国と比べ、男女平等が格段に遅れて

います。 

西淀川労連は、女性が男性並みに長時間・過密労働を行う男女平等ではなく、女性も男

性も人間らしく働くための男女平等を要求していきます。 

政府は少子化に対応するためとして、人事院勧告で第３子の児童手当の増額などを提案

していますが、真の少子化対策は、安心して子どもを生み育てられる条件を作ることです。 

不安定雇用、低賃金、長時間労働の解決はその一歩です。 

セクシュアルハラスメントの措置義務など、「改正」均等法の周知徹底をすすめ、間接差

別規定の不十分な点を付帯決議を利用して改善を求めていきます。 

 

４．構造改革、「小さな政府」に反撃する大運動を 

１）政府・財界は、「官から民へ」と称して、労働組合や公務員バッシングをおこないな

がら、公共の財産を大企業に売り渡す「小さな政府」論をふりまき、公務員の大幅削

減や賃下げ攻撃、公務職場の市場化テスト・民営化で住民サービスの切り捨てをすす



め、国民に「大きな負担」をかけてきています。 

「小さな政府」は、教育、医療、福祉などの公共サービスをすべて自己責任にして、

国民のくらしと安全・安心を破壊し、消費税やサラリーマン大増税など国民に大きな負

担を押しつけるものです。 

小泉「改革」がすすめる「小さな政府」に対決し、国民の安全・安心を求める国民的

な運動にとりくみます。 

 

２）サ－ビス労働根絶、長時間過密労働をなくすためにも、「働くルール」を確立し、「人

間らしく生き働く」生活と権利を守る職場をつくるため、大幅増員の実現、労働安全衛

生法・労働基準法・労働組合法の遵守を重点課題として、国・自治体や法人にむけた運

動にとりくみます。 

 

３）ＪＲ西日本の「事故」を教訓とし、政府が推し進める、「効率化」「合理化」「安全軽視」

など規制緩和路線に反対します。 

医療・介護の職場としては、安全・安心の医療体制確立のため、「医療法」の定める「公

益性・公共性」が守れる、職場の体制と医療内容の確立を求めていきます。 

国・厚生労働省の責任を追及し、「安全のための人材確保」を、医療関係団体の共通課

題としてとりくみます。 

また、職場・地域から、最低賃金や初任給の改善、非正規労働者の均等待遇、青年の

雇用拡大など、広く社会にむけてアピールしていきます。 

 

５．社会保障闘争と国民的要求の前進へ 

この間、小泉内閣は、３年サイクルで年金、介護、医療の改悪を繰り返してきました。 

さらに政府が閣議決定した「骨太の方針 2006」は、歳出「改革」として失業給付の国庫

負担の廃止をふくむ見直し、生活保護の母子加算の廃止をふくめた見直し、介護の公的給

付内容や範囲、介護報酬のあり方の見直しなどの社会保障改悪を盛り込んでいます。 

同時に、社会保障財源として消費税を明確に位置づけることを「検討する」とした歳入

「改革」を盛り込み、消費税増税に道をひらこうとしています。 

最低生活費非課税という原則の具体化である老齢者控除、給与所得控除や人的控除が廃

止・縮小され、国民・労働者の生活がますます破壊されている状況の下で、国や自治体の

収奪から国民・労働者の生活と権利を守るため、社会保障闘争、増税反対闘争を賃金・労

働条件改善闘争と結合してたたかいを強化します。 

 

１） 年金、医療、福祉など社会保障の拡充 

 毎年引き上げられる年金保険料と引き下げられる年金給付、高齢者医療制度の改悪、国

民健康保険料の大幅増や障害者自立支援法強行に対する怒り、今後さらに大きくなること



は予想される介護保険料の大幅引き上げになど社会保障の引き続く改悪に対し、住民の不

満や抗議などの声と共同し、以下の点を重点にとりくみを進めます。 

 ①「構造改悪」や「骨太の方針」など社会保障を根底から破壊する悪政の押し付けに対

して、全労連などの学習資材を活用し、職場を基礎にした学習や宣伝・署名などのと

りくみを発展させます。 

 ②年金制度については、最低保障年金制度の早期創設をめざします。また、年金財源確

保など福祉を口実とする消費税引き上げに反対します。 

 ③高齢者に対する医療制度創設や高齢者負担増の具体化を許さないため、社保協などと

もに宣伝・署名等の具体化をはかります。 

 ④住民・労働者負担を強化する介護保険制度の問題点を明らかにし、ヘルパー連絡会な

どともに、保険料や利用料の減免制度の拡充などをめざします。また、「介護保険に怒

る一揆の会」などが取り組む不服申請を支援します。 

⑤西淀川社保協とともに社会保障における格差拡大の実態を告発し、政治の転換と結合

したとりくみを発展させます。 

 

２）消費税など庶民大増税に反対する運動 

 消費税導入以来の15年間の税収148兆円は、同じ期間の法人税減税145兆円の穴埋めに

消えたように、消費税の導入は大企業の負担を労働者、国民、中小企業に転嫁するための

ものでした。 

 さらに政府は、社会保障の財源などを口実に消費税の目的税化や増税をすすめようとし

ています。税金の基本は「富の再配分」（累進課税）にあることを明確にして以下のとりく

みを行います。 

①定率減税の半減・全廃、老齢者控除や給与所得控除の見直しなどは、ただ単なる増税

に終わるのではなく、国民健康保険料や介護保険料の大幅引き上げにも連動します。 

 財界・高所得者にはこれまでの減税を据え置き、国民や低所得者層には増税という本

末転倒の実態を広く国民に明らかにするとりくみを強めます。 

②庶民大増税に反対するとりくみを強化します。 

 

６．平和と民主主義を守り、政治革新を 

１）米軍基地再編・強化を許さず基地撤去を求めるたたかい 

日米首脳会談での「共同文書」では、「米軍再編」の日米合意の「完全かつ迅速な実施」

を宣言しました。しかし、基地強化押し付けに反対するたたかいは、全国で力強く前進し

ています。二度にわたって「艦載機移転反対」の住民の審判をくだした岩国、神奈川県の

座間・相模原、福岡県の行橋市、宮崎県・新富町、鹿児島県・鹿屋市などでは、自治体ぐ

るみで頑強に基地強化反対の姿勢をつらぬいています。沖縄では、海兵隊新基地の受け入

れでは名護市長が受け入れ表明をしましたが、県民の七割が反対の声をあげ、県内第二の



都市・沖縄市では、新基地建設反対をつらぬく革新共闘の市長候補が勝利をおさめました。

このように全国各地でこれまで基地との共存を受け入れてきた保守の人々も含めて、新し

い共同の広がりが生まれています。基地のない大阪でも、「現地に学び、知らせ、連帯する」

活動を安保廃棄大阪実行委員会の一員としてすすめていきます。 

 

２）自衛隊イラク派兵差止等請求のとりくみ 

７月２０日に大阪地裁民事部は、自衛隊イラク派兵差止等請求事件について、違憲確認

を却下し、差止請求・損害賠償請求についても棄却する不当な判決を言い渡しました。イ

ラク派兵の違憲性の確認と自衛隊の完全撤退を求めて、ひきつづき広範な人々とともに運

動していきます。 

 

３）核兵器廃絶を求めるたたかい 

 核兵器に固執するアメリカは、さらに小型核兵器の開発を行うなど核兵器廃絶の人類の

願いに背き続けています。小泉内閣は、このアメリカの姿勢に無条件で追随しています。

また、北朝鮮のミサイル問題で国際社会が緊張して協議していたとき、日本の麻生外務大

臣は「金正日に感謝しないといけない」と発言しました。これは、小泉内閣がミサイル防

衛の早期実施や軍備拡大、防衛庁の「省」昇格などを策動しているもとで、日本国憲法の

平和条項の撤廃まですすめようとする無責任な軍拡志向の発言です。 

 一方、「これが最後の機会」と全国ですすめられている原爆訴訟は、判決のあった大阪で

９人、広島では４１人の全員が勝利するなど、被爆者への国の施策を根底から問い直す画

期的な判決が相次いで出されています。唯一の被爆国として、一刻も早い核兵器の廃絶を

求め、以下の点を重視してとりくみます。 

 ①原水禁世界大会や3.1ビキニデーの成功のため、代表派遣にとりくみます。 

 ②核兵器の廃絶を求め、日本原水協が提起している「すみやかな核兵器廃絶を」署名を

推進します。 

 ③原爆訴訟を支援し、国の不当な控訴を糾弾するとともに、一刻も早い勝利判決の確定

と認定基準の見直しをめざし、原爆訴訟を支援する大阪の会に結集してとりくみます。 

 

４）政治の民主的転換を求めるたたかい 

 私たちのいのちや暮らし、平和にかかわるさまざまな制度の改善も改悪も、すべて国会

や地方議会など政治を通じて行われます。この意味で、労働組合にとって政治闘争は、私

たちの要求実現やくらしを守るための極めて重要なたたかいです。また、日常的な運動と

して、革新懇運動は重要な位置を占めてきており、労働分野にとっては「職場革新懇」の

発展と新規結成について目標を持って取り組むことが求められています。 

 選挙戦にあたっては、西淀川労連において組合員の政治活動・政党支持の自由を守ると

いう基本姿勢は、憲法に保障された思想・良心の自由を守るだけでなく、各組合員が、自



らの支持する政党・団体の候補者の当選のために積極的に奮闘することを労働組合として

保障するという積極的な方針です。 

０７年は４月には一斉地方選挙、６月には参議院選挙が行われます。 

西淀川労連は政治の民主的転換を実現するため、選挙闘争、政治活動を重視し、以下の

観点に立ってたたかいます。 

①私たちの要求と政治とのかかわりの論議を引き続いて深めます。 

②政治論議を深めるため、必要な資料の提供や、各要求と政治とのかかわりを明らかに

した宣伝活動を強めます。 

③政党選挙では、各組合員が自らの支持する政党の候補者の当選・躍進のために後援会

などを結成して積極的に活動することを保障します。 

④各団体との政策協定に基づく自治体の首長選挙に当たっては、当該の地域労連からの

要請を踏まえて候補者の推薦を行います。 

⑤政党支持・支持活動の自由を奪う、企業ぐるみ選挙や労組による一党支持の締め付け

に反対してたたかいます。 

 

７．ＮＴＴ、ＪＭＩＵ関西金属などすべての争議の解決を 

ＮＴＴ「１１万人合理化反対闘争」を重点課題に設定し、 

①５０歳定年、退職・再雇用反対、 

②雇用継続を選択した労働者、新会社選択労働者の労働条件の向上、 

③純粋持株会社との団交権確立、持株会社に対する宣伝・交渉の強化を求めていきま

す。 

また、ＪＭＩＵ・関西金属工業争議の全員解雇争議の一刻も早い解決にむけて、支援

共闘会議を軸に全力をあげるとともに、すべての争議の解決をはかるために大阪争議団

共闘会議と連帯しながら支援行動を強化していきます。 

さらに全労連が設定する争議中央行動である１１月１７日の「争議支援総行動」にむ

けて参加を進めます。 

 

 

第四章 組織の拡大・強化、機能強化 

１．「秋の組織拡大月間、１１月～１２月」のとりくみ 

１）「組織拡大は最大の要求闘争」と位置づけ最重点課題としてとりくみ、すべての労働組

合が組織拡大を重視することはもとより、パート・アルバイト、派遣労働者など非正規

労働者が激増するもとで、非正規労働者の組織化を本格的に進めます。 

さらに青年労働者や女性労働者の組織拡大を旺盛にすすめ、労働組合活動の活性化、

男女共同参画をすすめます。 

  とりわけ、オープンショップの労組での組合員拡大を重視し、重点労組で拡大にとり



くむため、各労組と労連との懇談会など、創意工夫をこらしたとりくみをすすめます。 

 重点職場：市労組、市教、府高教、など公務の職場と民間労組 

  

労連加盟の促進：東熱労組、化学一般横浜油脂労組 

 未組織の組織化：地域労組スマイルにしよどの１５０名に目指して労連としてとりくみ

ます 

         地域労組加入宣伝看板の設置（区内３０ヶ所）を張り出します 

 

この間の「組織拡大推進」での教訓は、①組織拡大を最大の要求闘争と位置づけて組

合活動をすすめる。②組織拡大担当者がまず先頭に立ち、本気になって組織拡大にとり

くみ、担当者任せにしない。③宣伝物は大量に定例的に継続して配布する。労働相談を

とおして組合加入をすすめる。④企業内多数派をめざす組合は、労働者の要求を聞き出

し、意識的に宣伝・対話運動を進める。⑤「知る会」を設定して執着してきめ細かく対

象者に足を運び連れてくる。⑥職場の労働者の要求実現にむけたたかう労働組合の姿を

職場と地域で見えるようにたたかう。⑦労働共済のメリットを押し出して労働組合の魅

力を原点から語る。⑧なぜ労働組合が必要なのか、労働組合に入ってもらう意義を話し

合い、労働組合の役割について確信をもって、組織拡大に取り組めるようにする。⑨青

年の組織拡大には、青年の個別の悩みをつかんで、携帯なども活用して親密に応えてあ

げる。⑩組合員の家族にも働きかけて、労働組合への加入をすすめる。⑬ユニオンショ

ップ制を取っている組合では、非正規労働者も加入できるようにする。 

となっています。これらの教訓を生かした組織拡大をすすめます。 

 

２）地域労働運動の拡大・強化 

地域での要求実現運動、労働相談活動、争議支援、未組織労働者の組織化など大きく前

進してきました。そして今日、地域での労働者・住民の「共同」した運動の発展が求めら

れ、地域労連の役割がますます重要になってきています。この間とりくんできた「連合」

組合や中立労組、未組織職場への総対話運動と共同を広げる運動をさらに重視して進めて

いきます。 

 

３）「地域労組」の拡大・強化・発展をめざして 

 「地域労組スマイルにしよど」は、労働相談から持ち込まれる個別労使紛争を集団的労

使紛争に転化し、その解決をすすめるなかで組織的にも着実に前進してきました。今、「０

６年秋の大会までに１５０名」との組織拡大方針をかかげ、役員任せでなく全組合員によ

る拡大を進めようと、大胆な活動を展開しています。 

 労連では、その活動を援助するとともに、地域労組の拡大を自らの課題と位置づけた運

動をすすめます。 



 

４）労働相談活動の発展をめざして 

ひきつづき宣伝の強化、ホームページの充実を図るとともに、相談内容の向上をめざし

て、学習･研修会への参加、民法協弁護士との協力・共同の前進を図っていきます。また、

相談を通じての組織化の努力を目的意識的に行います。 

 この１０年、職場へのＩＴ機器（メール、携帯電話等）の導入によって、メール、ケー

タイによる業務指示や客からの注文が労働の拘束時間を無限定にするなど、労働や健康へ

の影響が出てきています。この分野での実態を明らかにするとともに、その対策などにつ

いても検討をすすめていきます。 

 

２．補助組織・部会の活動強化 

１）女性部の結成 

女性労働者が労働者の半数を占め、女性労働者の半数以上がパートなど非正規の働き方

になっている現状のもと、単産・地域での女性部の確立は重要な意義を持っています。そ

のためにも、困難な条件はありますが、女性部の確立をめざします。 

また、「菜の花行動」「大阪女性行進」のとりくみなどで広がった共同をさらに参加する

と共に、焦眉の課題である「均等待遇」の現実化に向けて、他団体との共闘をさらに進め

ていきます。 

 

２）青年部の結成 

西淀川労連から大阪労連青年部や地域労組おおさか青年部に組合員を役員派遣してきま

した。しかし、労連の組織機構には青年部が確立していません。以下の点を重視して、青

年部確立に向けたとりくみを進めます。①青年どうしの「つながり」を大切にして交流を

深め、みんなで青年部活動をすすめる。②区内の働くすべての労働者を視野に入れ、あら

ゆる労働運動の先頭の先頭にたってとりくむ。③学習を重視し、視野を広げ、元気な活動

を展開する。④学生やその他の青年団体を含めたすべての青年の願いがかなう社会を築く

ため、共同した運動をともにすすめる。 

そして、運動の重点課題を、①働きがい・生きがいを実感できる社会と職場作りをめざ

し、「労働者の権利」「労働組合とは」をはじめとする学習・討論をすすめ、多くの青年に

知らせるとりくみを行います。②平和を願うすべての青年との共同を広げ、憲法を守り、

核兵器廃絶の運動を進めます。③２１世紀の労働運動を担う青年の育成と青年部の強化・

発展をめざします。④職場を基礎に共通した要求で幅広い青年との行動を進めます。 

 

３）パート・非常勤部会 

パート労働法改正の動きが出てきています。すでに労働政策審議会雇用均等分科会での

審議が始まり、年内をめどに結果がとりまとめられようとしています。指針の改正に終わ




